
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

担

当

課

（

室

）

（

県

例

規

集

登

載

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

環

境

影

響

評

価

等

に

関

す

る

条

例

施

行

環

境

企

画

課

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

に

関

す

る

条

例

〃

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

障

害

者

介

護

給

付

費

等

不

服

審

査

会

規

障

害

福

祉

課

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

中

小

企

業

高

度

化

資

金

貸

付

規

則

の

一

経

営

支

援

課

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

〃

〃

○

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

の

設

置

許

可

申

請

に

つ

循

環

型

社

会

推

進

課

い

て

の

縦

覧

○

〃

〃

○

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

平成３０年３月２０日 第１１９７４号



◎
岡
山
県
規
則
第
九
号

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
の
項
イ
中
「
第
九
条
第
十
二
項
」
を
「
第
九
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
号

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
第
一
号
中
「
第
二
条
第
二
項
の
」
を
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に

「
同
条
第

、

十
項
の
」
を
「
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
」
に

「
同
条
第
十
一
項
の
」
を
「
同
条
第
十
項
に
規
定
す

、

る

に

第
三
条

を

第
三
条
第
一
項

に
改
め

同
条
第
二
号
中

第
六
条
第
一
項
の

を

第

」

、「

」

「

」

、

「

」

「

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に

「
第
十
九
条
の
」
を
「
第
十
九
条
に
規
定
す
る
」
に

「
第
二
十
八

、

、

条
の
」
を
「
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
」
に

「
第
四
十
条
第
一
項
の
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
に
規

、

定
す
る
」
に

「
の
特
定
施
設
」
を
「
に
規
定
す
る
特
定
施
設
」
に

「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一

、

、

項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
一
号

岡
山
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
同

条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
二
号

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

別
表
第
一
第
十
三
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
十
三
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
十
四
号
」
に
改
め

「
同
項
第
三
号
ハ
」
の
下
に
「
、
第
十
一
号
及
び
第
十
四
号
」
を
加
え
、
同
表
第
十
四
号
中
「
第
十

、

五
条
第
一
項
第
二
十
三
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
十
四
号
」
に

「
及
び
第
十
二
号
」
を
「
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
三
第
一
号
中
「
専
有
す
る
」
を
「
占
有
す
る
」
に

「
〇
・
五
％
」
を
「
〇
・
四
五
％
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
〇
・
五
％
」
を
「
〇
・
四
五
％
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中

、

第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
備
考
第
十
一
号
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
十
二
号
と
し
、
同
表
備
考

中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

別
表
第
二
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十

九
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
降
に
貸
し
付
け
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

ア
サ
ヒ
グ
ル

プ
食
品
株
式
会
社

ー

住
所

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
２
－
４
－
１

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

尚
山

勝
男

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
ア
サ
ヒ
グ
ル

プ
食
品
株
式
会
社
岡
山
工
場
第
１
プ
ラ
ン
ト

ー

所
在
地

浅
口
郡
里
庄
町
里
見

番
地

4
2
1
5
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止 廃 止 廃 止 廃 止

５－ハ
４－ニ ４－ニ みそ，しょう油，食用 ４－ニ

３－ロ野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と アミノ酸，グルタミン 野菜又は果実を原料と
水産食料品製造業の用

種 類 する保存食品製造業の する保存食品製造業の 酸ソーダ，ソース又は する保存食品製造業のに供する洗浄施設
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設 食酢の製造業の用に供 用に供する湯煮施設（Ｎｏ．２～９）
（Ｎｏ．44） （Ｎｏ．26） する湯煮施設 （Ｎｏ．36）

（Ｎｏ．31，32）

能 力 1,000Ｌ／回 1,000Ｌ／回 300Ｌ／回 1,500Ｌ／日 310Ｌ／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後直ちに － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに － 同左 同左 同左

９～14時 ９～17時 ９～14時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 連続24時間５時間 ８時間 ５時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 6 12 計16 計32 4 7 計4 計8 12 21
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8 同左 同左
最大の値並びに

同左 同左
 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500 2,500 2,760 3,150 4,500

常の量及び最大
 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000 1,000 1,200 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 125 240 100 150

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150 55 95 80 150 - - 80 150

同左 同左
 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500 525 710 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150 112 135 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ロ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する洗浄施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．41） （Ｎｏ．11） （Ｎｏ．12）

能 力 600ｋｇ／時 200枚／時 同左 240Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～17時 ９～16時 ９～17時 ９～14時 ９～17時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

８時間 ７時間 ８時間 ５時間 ８時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 3 4 5 5 7 2 4 4 6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8 同左 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 2,000 3,000 870 990 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 700 1,000 350 450 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 300 500 75 150 同左 100 150 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 20 30 35 60 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 300 500 180 260 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150 39 43 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．16） （Ｎｏ．17）

能 力 240Ｌ／回 同左 240Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～14時 ９～24時 ９～14時 ９～24時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

５時間 15時間 ５時間 15時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 4 6 12 2 4 6 12
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 同左 同左 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．18） （Ｎｏ．19）

能 力 240Ｌ／回 同左 240Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～14時 ９～24時 ９～14時 ９～24時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

５時間 15時間 ５時間 15時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 4 6 12 2 4 6 12
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 同左 同左 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．22） （Ｎｏ．23）

能 力 600Ｌ／回 同左 500Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～14時 ９～17時 ９～14時 ９～17時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

５時間 ８時間 ５時間 ８時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 4 4 6 2 4 4 6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 同左 同左 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．24） （Ｎｏ．25）

能 力 600Ｌ／回 同左 400Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～14時 ９～24時 ９～14時 ９～24時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

５時間 15時間 ５時間 15時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 4 4 7 2 4 4 7
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 同左 同左 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．27） （Ｎｏ．28）

能 力 600Ｌ／回 同左 600Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～17時 ９～24時 ９～17時 ９～24時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

８時間 15時間 ８時間 15時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4 7 5 10 4 7 5 10
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 同左 同左 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

４－ニ ４－ニ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左 する保存食品製造業の 同左
用に供する湯煮施設 用に供する湯煮施設
（Ｎｏ．29） （Ｎｏ．30）

能 力 600Ｌ／回 同左 600Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに － 許可後直ちに

９～17時 ９～24時 ９～17時 ９～24時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

８時間 15時間 ８時間 15時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4 7 5 10 4 7 5 10
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 3,150 4,500
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,260 2,000

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 100 150 同左 同左 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 80 150

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1,000 1,500

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 100 150

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後

４－ロ
野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食品製造業の 同左
用に供する洗浄施設
（Ｎｏ．40）

能 力 120個／時 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

９～15時 ９～17時使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

６時間 ８時間びにその使用に季節的変動がある場合はそ
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4 5 5 6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5～8 5～8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 870 990
常の量及び最大

 の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 350 450

 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 75 150 同左

 油 分（㎎／Ｌ） 35 60

 Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 180 260

 Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 39 43

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｎｏ．１ 同左

種 類 西原式酵母処理 同左

構 造 鉄筋コンクリート 同左

主 要 寸 法 Ｌ40,125ｍｍ×Ｗ18,100ｍｍ×Ｈ6,500ｍｍ 同左

能 力 最大579㎥／日 同左

処 理 の 方 法 活性汚泥法，膜分離活性汚泥法 活性汚泥処理法

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 連続24時間
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 383 500 410 550
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 5～8 5～8 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等

同左
 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 2,268 3,186 19.8 29.1

最大の量
  ＣＯＤ（mg／Ｌ） 977 1,378 52.2 65.3

  Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 147 247 31.4 50.0

   油 分（mg／Ｌ） 46 94 6.2 9.1

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 542 863 30.5 40.0 516 750 23.0 32.0

   Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 75 107 5.7 8.4 同左

大腸菌群数（個／㎤） － － 3,000以下 3,000以下 無数 無数 3,000以下 3,000以下
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 330 450

ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6

同左
  ＢＯＤ（mg／Ｌ） 19.8 29.1

  ＣＯＤ（mg／Ｌ） 52.2 65.3

  Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 31.4 50.0

  油 分（mg／Ｌ） 6.2 9.1

  Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 30.5 40.0 23.0 32.0

同左
  Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 5.7 8.4

3,000以下 3,000以下大腸菌群数（個／㎤）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成30年３月20日から同年４月10日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び里庄町役場
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

27－ハ 27－ハ 27－ハ
無機化学工業製品製造 無機化学工業製品製造 無機化学工業製品製造

種 類 同左 同左
業の用に供する硫酸製 業の用に供する硫酸製 業の用に供する硫酸製
造施設のうち，亜硫酸 造施設のうち，亜硫酸 造施設のうち，亜硫酸
ガス冷却洗浄施設 ガス冷却洗浄施設 ガス冷却洗浄施設
（３） （１） （２）

能 力 156,000Ｎ㎥／時 80,000Ｎ㎥／時 同左 76,000Ｎ㎥／時 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後約８カ月 － 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに － 許可後直ちに － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 200 325 533 775 334 519
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 1～1.5 1～1.5 1～1.5 1～1.5 1～1.5 1～1.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 240 1,000 218 890 240 1,000
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 55 184 49 164 55 184

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） - - 0.08 0.13 - -

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） - - 0.002 0.013 - -
同左 同左

Ｃ ｕ（㎎／Ｌ） 166 920 142 809 166 920

Ｐ ｂ（㎎／Ｌ） 55 184 46 161 55 184

Ｚ ｎ（㎎／Ｌ） 331 1,380 278 1,209 331 1,380

Ｃ ｄ（㎎／Ｌ） 11 92 9 80 11 92

Ａ ｓ（㎎／Ｌ） 1,656 3,680 1,396 3,225 1,656 3,680

Ｓ ｅ（㎎／Ｌ） 4.6 18 3 15 4.6 18

ふっ素（㎎／Ｌ） 10 20 - - 10 20 - - 10 20

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 変 更 前 変 更 後 廃 止

27－ハ
62－ホ 無機化学工業製品製造
非鉄金属製造業の用に 業の用に供する硫酸製種 類 同左
供する廃ガス洗浄施設 造施設のうち，亜硫酸
（５～８） ガス冷却洗浄施設

（３）

５，６：300,000Ｎ㎥／時
能 力 ７：140,000Ｎ㎥／時 同左 156,000Ｎ㎥／時

８：200,000Ｎ㎥／時

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 110 170 200 325
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 1～1.5 1～1.5 1～1.5 1～1.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 240 1,000 240 1,000
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 55 184 55 184

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） - - - -

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） - - - -
同左

Ｃ ｕ（㎎／Ｌ） 166 920 166 920

Ｐ ｂ（㎎／Ｌ） 55 184 55 184

Ｚ ｎ（㎎／Ｌ） 331 1,380 331 1,380

Ｃ ｄ（㎎／Ｌ） 11 92 11 92

Ａ ｓ（㎎／Ｌ） 1,656 3,680 1,656 3,680

Ｓ ｅ（㎎／Ｌ） 4.6 18 4.6 18

ふっ素（㎎／Ｌ） - - 10 20 - -

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成30年３月20日から同年４月10日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
称

エ
コ
シ
ス
テ
ム
山
陽
株
式
会
社

(1)

住
所

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
火
の
谷
一
一
二
五

(2)

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

寺
門

洋

(3)
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
長
尾
六
五
九
番
二
、
同
字
池
ノ
内
六
六
七
番

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

汚
泥
の
焼
却
施
設
、
廃
油
の
焼
却
施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
廃
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
焼
却
施
設

及
び
こ
れ
ら
以
外
の
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く

）
。

(1)

、

、

、

、

、

、

、

、

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

（
が
れ
き
類
を
除
く

・
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
、
ば
い
じ
ん
（
こ
れ
ら
の
う

。
）

ち
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
を
除
き
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

（
水
銀
回
収
義
務
対
象
物
を
除
く

）
を
含
む

）

以
上
十
六
種
類

。

。

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

(2)
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廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処

理
物
（
こ
れ
ら
の
う
ち
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
に
限
る

、
燃
え
殻
、
汚
泥
、

。
）

廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
鉱
さ
い
、
ば
い
じ
ん

以
上
十
種
類

５

申
請
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
五
日

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
ま
で

２

場
所

岡
山
県
美
作
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
美
咲
町
住
民
課
及
び
美
咲
町
柵
原
総
合
支
所
住
民

福
祉
課

三

意
見
書
の
提
出

１

期
限

平
成
三
十
年
五
月
四
日

２

提
出
先

岡
山
県
美
作
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

３

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

(1)

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

(2)

施
設
の
設
置
場
所

(3)

施
設
の
種
類

(4)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と

）
。

(5)
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
称

エ
コ
シ
ス
テ
ム
山
陽
株
式
会
社

(1)

住
所

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
火
の
谷
一
一
二
五

(2)

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

寺
門

洋

(3)
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
長
尾
六
五
八
番
、
六
五
九
番
一
、
六
五
九
番
二
、
同
字
池
ノ
内
六
六

八
番
、
同
字
繁
山
一
一
二
九
番
八

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

汚
泥
の
焼
却
施
設
、
廃
油
の
焼
却
施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
廃
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
焼
却
施
設

及
び
こ
れ
ら
以
外
の
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く

）
。

(1)

、

、

、

、

、

、

、

、

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

（
が
れ
き
類
を
除
く

・
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
、
ば
い
じ
ん
（
こ
れ
ら
の
う

。
）

ち
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
を
除
き
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

（
水
銀
回
収
義
務
対
象
物
を
除
く

）
を
含
む

）

以
上
十
六
種
類

。

。
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特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

(2)

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処

理
物
（
こ
れ
ら
の
う
ち
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
に
限
る

、
感
染
性
産
業
廃

。
）

棄
物
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
鉱
さ
い
、
ば
い
じ
ん

以
上
十
一
種

類

５

申
請
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
五
日

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
ま
で

２

場
所

岡
山
県
美
作
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
美
咲
町
住
民
課
及
び
美
咲
町
柵
原
総
合
支
所
住
民

福
祉
課

三

意
見
書
の
提
出

１

期
限

平
成
三
十
年
五
月
四
日

２

提
出
先

岡
山
県
美
作
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

３

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

(1)

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所

(2)

施
設
の
設
置
場
所

(3)

施
設
の
種
類

(4)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と

）
。

(5)
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
該
当
す
る
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

を
命
ず
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

ヨ
ー
ネ
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う

）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以

。

降
に
輸
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
、
平
成
三
十
年
四

月
一
日
以
降
に
導
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
及
び
過

去
三
年
以
内
に
ヨ
ー
ネ
病
が
発
生
し
た
農
場
の
牛
の
う
ち
、
対
象
と
な
る
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
以
下
「
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
と
い
う

）
が
必
要
と
認
め
る

。

も
の

４

実
施
の
期
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
実
施
期
間
」

と
い
う

）
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

。

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
ヨ
ー
ネ
病
の
項
術
式
の
欄
１
、
２
及
び
６
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

二

ブ
ル
セ
ラ
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
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省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
ブ
ル
セ
ラ
病
（
牛
の
場
合
）
の
項
術
式
の
欄
１
か
ら
３
ま
で
に
規
定
す
る
検
査

の
方
法

三

結
核
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
の
結
核
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
結
核
病
の
項
術
式
の
欄
１
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法

四

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検
査
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
係
る
も
の
に
限
る

）
。

１

実
施
の
目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
ー
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
限
る

）
の
発
生

。

を
予
防
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
鶏
及
び
種
鶏
候
補
鶏
（
以
下
「
種
鶏
等
」
と
い
う

）
の
う
ち
、
次
の

及
び

に
掲
げ
る

。

(1)

(2)

も
の

雌
雄
と
も
、
ロ
ッ
ト
当
た
り
の
感
染
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
に
九
十
五
パ
ー
セ
ン

(1)
ト
の
確
率
で
抗
体
を
検
出
す
る
こ
と
が
可
能
な
羽
数
（
最
大
五
十
九
羽
）
の
、
週
齢
が
満
九
週
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以
上
の
種
鶏
等

に
掲
げ
る
種
鶏
等
に
係
る
検
査
で
陽
性
鶏
が
摘
発
さ
れ
た
と
き
は
、
飼
養
す
る
種
鶏
等
の

(2)

(1)
全
羽

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法

五

腐
蛆
病
検
査

そ

１

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

そ

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

肉
眼
検
査

六

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査

１

実
施
の
目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲

省
令
第
九
条
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
牛
の
死
体
及
び
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は

山
羊
の
死
体
の
う
ち
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

省
令
別
表
第
一
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
項
術
式
の
欄
１
及
び
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
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七

ア
カ
バ
ネ
病
検
査
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
検
査
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
、
イ
バ
ラ
キ
病
検
査

及
び
牛
流
行
熱
検
査

１

実
施
の
目
的

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱
の

発
生
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

未
越
夏
牛
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
牛
を
い
う

）
。

の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
発
生
予
察
上
適
当
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

原
則
と
し
て
平
成
三
十
年
六
月
下
旬
、
八
月
中
旬
、
九
月
中
旬
、
十
月
中
旬
及
び
十
一
月
中
旬

５

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
又
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）

八

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査

１

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
の
場
合
は
、
十
羽
以
上
）
の
家
き
ん
飼
養
農
場
か
ら
管

(1)
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
無
作
為
に
飼
養
規
模
別
に
抽
出
し
た
農
場
の
家
き
ん

そ
の
他
知
事
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
通
知
し
た
も
の

(2)
４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
、
血
清
学
的
検
査
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

九

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め

平成３０年３月２０日　岡山県公報　第１１９７４号



２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

遺
伝
子
検
査
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

福
田
老
松
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

倉
敷
市
福
田
町
古
新
田
字
四
之
割
二
六
一
番
一

新

一
二
〇
〇
・
〇

〇
地
先
か
ら

二
二
・
〇
～

倉
敷
市
福
田
町
古
新
田
字
壱
之
割
二
一
番
一
地

四
二
・
〇

先
ま
で

倉
敷
市
福
田
町
古
新
田
字
四
之
割
二
六
一
番
一

旧

一
二
〇
〇
・
〇

〇
地
先
か
ら

一
六
・
〇
～

倉
敷
市
福
田
町
古
新
田
字
壱
之
割
二
一
番
一
地

三
八
・
〇

先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

小
原
船
頭
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
三
二
番
一
〇
地
先

か
ら

新

一
六
九
・
八

津
山
市
林
田
字
ヲ
ク
ミ
ヤ
川
五
番
二
地
先
を
経

一
二
・
八
～

て

三
六
・
三

津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
二
六
番
七
地
先
ま

で津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
三
二
番
一
〇
地
先

か
ら

一
八
八
・
八

津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
三
七
番
五
地
先
を

三
・
八
～

経
て

二
六
・
四

津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
二
六
番
三
地
先
ま

旧

で津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
三
二
番
一
〇
地
先

八
・
六
～

か
ら

津
山
市
林
田
字
ヲ
ク
ミ
ヤ
川
五
番
二
を
経
て

一
六
九
・
八

四
八
・
六

津
山
市
林
田
字
ス
ク
モ
ツ
カ
二
六
番
七
地
先
ま

で
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〔
一
一
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

旭
川
及
び
百
間
川

航
空
レ
ー
ザ
測
量

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

表
病
院
の
項
中
「
総
合
病
院
岡
山
赤
十
字
病
院
玉
野
分
院
」
を
「
岡
山
赤
十
字
病
院
玉
野
分
院
」
に

改
め
、
表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中
「
倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
一
〇
七
〇

一
」
を
「
倉
敷
市
船
穂
町
柳
井

－

原
二
三
〇
〇

一
」
に
改
め
る
。

－
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